
レストラン API（予約）約款 

 

第１条（本約款の適用） 

レストラン API（予約）約款（以下「本約款」という）は、株式会社ぐるなび（以下「当社」と

いう）が提供する次条に定めるサービス（以下「本サービス」という）の利用を希望し、当

社がこれを承諾した者（以下「契約者」という）と当社との間に適用される契約条件を定

めることを目的とする。 

 

第 2 条（本サービス） 

1. 本サービスとは、当社が運営するサイト（以下「当社サイト」という）に掲載されて

いる飲食店（以下「対象飲食店」という）にかかる情報その他当社が管理する

情報のうち別途指定する情報及び予約在庫確認・予約フォーム・予約確認・

キャンセル等に関する各種情報（以下あわせて「当社コンテンツ」という）を API

で提供することで当社の予約サービス（以下「当社予約サービス」という）を活

用して契約者がネット予約可能な店舗の検索・予約申込・予約確認・キャンセ

ル手続きを契約者のサービス（以下「契約者サービス」という）上においてユー

ザーに対し提供することを可能とするサービスをいう。 

2. 本サービスの詳細（本サービスの内容、本サービス若しくは当社サイトにかかる

機能、デザイン及び URL を含むが、これらに限られない）は営業資料等に記載

のとおりとし、当社はこれを随時自由に見直すことができるものとする。 

 

第 3 条（本契約の締結及び成立） 

1. 本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」という）は、当社所定の申

込書（以下「本申込書」という）に必要事項を記入し、当社所定の手続きに従っ

て、当社に本申込書を提出又は送信（以下、併せて「提出等」という）すること

により本サービスの利用を申し込む。当社は、かかる本申込書の提出等をもっ

て、利用希望者が本約款に同意したものとみなす。 

2. 当社は、前項の申込みについて当社所定の審査基準（以下「審査基準」という）

に従って、利用希望者を審査し、審査基準を満たさない場合には速やかに利

用希望者にその旨を通知する。 

3. 本約款に基づく当社と利用希望者との間の契約（以下「本契約」という）は、当

社が審査基準を満たした利用希望者の申込みを承諾した時点をもって成立す

る。 

 

第4条（本サービスの販売条件） 

1. 当社は、契約者が以下に掲げる条件をすべて満たす場合にのみ、本サービス

を提供する。 

(1) 契約者サービスの会員サービス（本人確認を行う仕組みを指す）に登録するユ

ーザーにのみ当社予約サービスを利用させること 

(2) ユーザーに対し、当社が指定する当社予約サービスの利用規約を明示し、ユ

ーザーより当該利用規約への合意を得ること 

(3) 契約者がユーザーから個人情報を取得する際はその旨をユーザーに明示す

すること 

(4) 予約に関連して取得するユーザーの個人情報を当社及び対象飲食店に第三

者提供することの同意を得ること 

(5) 第 2号及び前号にかかる合意の証跡を保存すること 

2. 本契約の期間中、契約者が前項に定める条件を満たさないと当社が判断した

場合は、当社は、いつでも本サービスの提供を中止又は終了することができる

ものとする。 

3. 本契約の申込が契約者の役員又は社員（アルバイトを含み、以下「役職員」と

いう）により行われた場合、契約者は、当社に対し、当該役職員が本契約を締

結する権限を有すること又は適正な社内手続等を経たうえで行われることを保

証し、契約者は、本契約に定めるすべての義務及び責任を負うものとする。 

 

第5条（当社コンテンツの提供及び使用許諾） 

1. 当社は、契約者に対し、別途定める提供条件に基づき、当社コンテンツを提供

する。 

2. 当社は、契約者に対し、当社コンテンツにつき、契約者サービスにおいてユー

ザーに対し提供する目的（以下「本目的」という）に必要な範囲において、日本

国内における非独占的な使用を許諾する。 

3. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、当社コンテンツを本目

的以外に使用し、本目的のために必要な範囲を超えて編集若しくは加工し又

は第三者に使用させてはならないものとする。 

 

第 6 条（当社コンテンツの管理及び使用の条件） 

1. 契約者は、当社コンテンツが当社の財産であることを認識し、その管理に際し

て善良なる管理者としての注意義務を尽すものとする。 

2. 契約者は、当社コンテンツの使用にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守する

ものとする。 

(1) 当社から提供を受けた最新の当社コンテンツを使用すること 

(2) 契約者サービス上に、当社サイト内の当社が指定するページへのリンクを当社

及び契約者が別途合意する態様をもって設置し、これを維持すること 

(3) 契約者サービス上に、当社から当社コンテンツの提供を受けていることを示す

ことを目的として、別途定める当社の商標等を表示し、これを維持すること 

3. 契約者は、当社コンテンツの使用にあたり、次の各号に掲げる事項を行っては

ならないものとする。 

(1) その名目の如何を問わず、契約者サービスにおける当社コンテンツの配信にか

かる対価を対象飲食店等から収受すること 

(2) ユーザーが、当社コンテンツと、当社以外の第三者が保有又は提供する当社

コンテンツと同種又は類似の情報とを誤認混同するおそれのあるような態様で

配信すること 

(3) 当社コンテンツを自らが保有する情報であるかのように配信すること又はそのよ

うに誤認混同をするおそれのあるような態様で配信すること 

(4) 前各号のほか、当社の信用を毀損し又は当社の不利益若しくは損害を生じさ

せるような使用を行うこと 

 

第 7 条（保証の範囲） 

1. 当社は、契約者に対し、当社の知る限りにおいて、 当社コンテンツが第三者の

いかなる権利（著作権等法令により定められた知的財産権に限られず、法律

上保護される利益に係る権利を含む）をも侵害しないことを保証する。なお、当

社の知る限りとは、かかる保証事項について当社において何らの調査を要しな

いことを前提として、当社が本契約締結時点において現に認識していることを

いう。 

2. 前項の保証事項を除き、当社は、契約者に対し、当社コンテンツについて何ら

の保証（商品性、特定の目的への適合性及び正確性に関する保証を含むがこ

れらに限らない）をするものではない。 

3. 当社は、契約者に対し、API その他当社コンテンツを提供するための技術的手

段について、契約者の所期の目的、要求若しくは利用態様に適合すること及び

バグなどの不具合がないことを保証するものではなく、かかる技術的手段につ

いてバグ等の不具合を修正、改良等をする義務を負うものではない。ただし、

当社は、契約者から申し出があった場合、当該不具合を商業上合理的な範

囲において改善するよう努める。 

 

第 8 条（当社コンテンツに関する責任） 

1. 当社は、当社コンテンツに関するユーザーその他の第三者からの問合わせに

つき、当社の責任と負担にてこれに対応する。 

2. 契約者は、当社コンテンツについて質疑が生じた場合、当社に問い合わせるこ

とができ、当社は、当該問い合わせに対して遅滞なく回答を行うものとする。 

3. 当社は、契約者による当社コンテンツの使用が第三者の権利（著作権等法令

により定められた知的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利

を含む）を侵害したという理由で、契約者が第三者から請求（損害賠償の請求、

使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わな

い）を受けた場合、契約者が当該請求に対する防御を行うにあたり、商業上合

理的な範囲で援助又は協力をする。ただし、当該請求が契約者の責に帰すべ

き事由による場合はこの限りでない。 

4. 前項に定める場合において、当社が当該請求にかかる侵害の事実を知ってい

たとき（知らなかったことについて当社に重大な過失があるときを含む）、当社

は、当該請求につき契約者を免責するとともに、契約者にいかなる迷惑も及ぼ

さないよう当該請求から契約者を防御し、また契約者が被った損害を賠償す

る。 

 

第 9 条（契約者サービスに関する責任） 

1. 契約者は、本約款で免責されている場合を除き、契約者サービス上での当社

コンテンツの利用についてそのすべての責任を負うものとする。 

2. 契約者は、本サービスを利用した予約については、ぐるなびポイント及び楽天ポ

イントは付与されないことをユーザーが十分に認識できるよう適切な方法でユ

ーザーに対し明示しなければならない。 

3. 契約者は、当社に対し、契約者サービスの内容が次の各号に掲げる内容を含

まないことを保証する。 

(1) 事実と異なる情報又は真実性が疑わしい内容 

(2) 性的好奇心を煽るような情報又は青少年に有害な内容 

(3) グロテスクその他ユーザーに不快感を与える内容 

(4) 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく内容 

(5) 法令に違反する行為又は法令に違反する行為に結びつく内容 

(6) 第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する内容 



(7) 本サービスの趣旨に合わない内容 

(8) 特定の法人又は団体に迷惑又は不利益を及ぼすような内容 

(9) 個人又は集団に対する差別、誹謗中傷、攻撃、脅迫、侮辱又はそのおそれの

ある内容 

(10) コンピュータウィルス、有害なプログラム等を含む情報 

(11) その他当社の信用を毀損し又は当社に不利益若しくは損害を生じさせるような

内容 

4. 契約者は、契約者サービス（ただし、当社コンテンツ及び当社予約サービスそ

れ自体は除く）に関するユーザーその他の第三者からの問合わせ、苦情、請

求等については、自己の責任と費用でこれを解決する。 

 

第 10 条（当社コンテンツの権利帰属） 

当社及び契約者は、当社コンテンツに関する権利（著作権等法令により定められた知

的財産権に限られず、法律上保護される利益に係る権利を含む。以下同じ）の一切が、

当社又は対象飲食店等に帰属することを確認する。 

 

第 11 条（本サービスの提供の中止等） 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、契約者に対し

事前に通知の上、本サービスの全部若しくは一部を中止し、又は停止すること

ができる。ただし、事前に通知することができない場合又は緊急を要する場合

は事前の通知を要しない。 

(1) 当社の設備、サーバー又はシステムの保守、点検、バージョンアップ、不具合

対応のために必要な場合 

(2) 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合 

(3) 地震、台風、津波その他天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、疾病、社会的混

乱、法令・規則の成帝・改廃、公権力による命令その他政府による行為等当

社の責めに帰すべき事由によらず本サービスの提供が不能又は困難な場合 

(4) 当社が提供している各種サービス（当社サイトにおいて提供されているサービス

に限らない）の運用上又は技術上当社が必要と判断した場合 

(5) 第三者のサービス又は施設を利用して本サービスを提供している場合で、当該

第三者の設備、サーバー又はシステムの保守、点検、バージョンアップ、不具

合等当社の責めに帰すべき事由によらず本サービスの提供が不能又は困難な

場合 

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合又は発生するお

それがあると当社が判断した場合、契約者に対し何らの通知をすることなく、本

サービスの全部若しくは一部を中止し、又は停止することができる。 

(1) 契約者が本契約に定める保証事項に違反した場合 

(2) 第 6条第 3項各号のいずれかに該当する場合 

3. 当社は、当社コンテンツの内容に変更や修正すべき箇所があると判断した場

合、契約者に対し、当社コンテンツのうち当該箇所について、契約者サービス

における配信の停止を求めることができる。この場合、契約者は当該求めに実

務上可能な範囲で直ちに応じる。 

4. 前三項の定めに基づき、当社が本サービスの全部又は一部の提供を中止又

は停止した場合に、契約者が被った損害について、当社は賠償する責任を負

わない。また、当該停止期間中の本サービスの対価は減額されず、契約者は、

当該停止期間における本サービスの対価全額を当社に支払うものとする。 

 

第 12 条（当社の商標等の使用） 

1. 当社は、第 6条第 2項第 3号に定める場合のほか、契約者に対し、本目的の

ために必要な範囲において別途定める当社の商標等を使用することを無償で

許諾する。 

2. 契約者は、本契約に基づき当社の商標等を使用する場合、別途当社が提示

する最新の使用条件（以下「ガイドライン」という）を遵守するものとする。当社は、

契約者による当社の商標等の使用がガイドラインに違反すると認めた場合、契

約者に対し当該当社の商標等の使用の差し止めを求めることができ、契約者

は直ちにこれに応じるものとする。 

3. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、当社の商標等を本目

的のために必要な範囲を超えて使用してはならない。 

 

第 13 条（プレスリリース） 

当社及び契約者は、本契約に関連したプレスリリースを行う場合、その時期と内容につ

いて相手方の事前の書面による承諾を得なければならない。 

 

第 14 条（契約期間） 

本契約の契約期間（以下｢本契約期間｣という）は、申込書等に記載するサービス開始

日又は別途指定するサービス開始日より起算して 1 年後の応答日の前日までとする。

本契約期間の満了日の 90 日前までに一方当事者から他方当事者に対し当社所定

の書面によって本契約を更新しない旨の通知がなされた場合を除き、本契約は、同一

条件にて１年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。 

 

第 15 条（本サービスの対価および支払い条件） 

1. 本サービスの対価は、以下に定める額とする。 

（1） API（予約）ライトプラン：初期費用 200,000円（税別） 

（2） API（予約）ライトプラン：月額 150,000円（税別） 

（3） API（予約）スタンダードプラン：初期費用 200,000円（税別）  

（4） API（予約）スタンダードプラン：月額 200,000円（税別） 

2. 契約者は、当社が発行する請求書に従い、当社が定める時期及び方法により

本サービスの対価を当社に支払うものとする。なお、振込手数料は契約者の

負担とする。 

 

第 16 条（賠償） 

1. 本約款で当社の損害賠償責任が免責されている場合を除き、本サービスに起

因し又はこれに関連して、当社が契約者に対し負担する責任は、請求原因の

如何を問わず、原因行為のための直接の結果として現実に発生した通常損害

（予見可能性の有無にかかわらず特別損害、間接損害、逸失利益を含まない）

の範囲に限られ、かつ、損害の発生の直接の原因となった個別サービスの対

価の額（当該対価が月額の対価として定められている場合は 6 か月分に相当

する額）に該当する額を上限とする。但し、当社に故意又は重過失がある場合

はこの限りではない。 

2. 前項に定める当社の賠償責任の定めは、債務不履行、不法行為その他法律

構成の如何を問わず適用される。 

 

第 17 条（秘密保持） 

1. 当社及び契約者は、本契約の締結又は履行に関連して知り得た相手方の技

術上・営業上の一切の情報（複製物を含み、以下「秘密情報」という）を、相手

方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約の履行の目的以外に使用

してはならず、また、第三者に開示・漏洩してはならない。 

2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含ま

れない。 

(1) 知得する時点で既に公知となっているもの 

(2) 知得する時点で既に自己が有しているもの 

(3) 知得した後に、自己の責めに因らずに公知となったもの 

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した

もの 

(5) 秘密情報とは無関係に独自に開発したもの 

3. 第 1項の定めにかかわらず、行政機関、司法機関その他の公的機関、金融商

品取引所等から、法令上・規則（金融商品取引所の定める規程・規則を含む）

上の正当な権限に基づき強制力をもって秘密情報の開示を要請された場合、

かかる要請を受けた当事者は、強制された範囲に限り秘密情報を開示するこ

とができる。ただし、かかる開示をした当事者は、開示前又は開示後遅滞なく

相手方に対しその旨を通知しなければならない。 

4. 第 1 項の定めにかかわらず、当社及び契約者は、必要な範囲において、自己

又はその子会社の役職員、弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザ

ーに対して、秘密情報を開示できるものとする。 

5. 当社及び契約者は、秘密情報の漏洩、紛失等の事故が発生した場合その他

本契約に違反した場合又は そのおそれがある場合は、直ちに、事実関係を相

手方に報告しなければならない。 

6. 前項の報告を受けた当事者は、自らの損害の拡大防止又はその回復のため、

相手方に対し、本契約に違反する行為の差止め、秘密情報の回収その他の

必要な措置を、相手方の負担において講じることを請求することができ、相手

方はこれに応じなければならない。また、かかる報告を受けた当事者は、これら

必要な措置を相手方の負担において自ら講じることができる。 

 

第 18 条（契約者による本契約の終了） 

1. 契約者は、本契約期間中においても、当社所定の方法に従い、契約者が希望

する解約日（以下「解約希望日」という）の 90 日前までに当社に対し本契約を

終了させる旨の通知を行うことにより、解約希望日をもって本契約を終了させ

ることができる。 

2. 契約者は、前項に従い本契約を終了する場合、以下の各号に掲げる事項につ

いて対応するものとする。 

(1) 契約者サービスの終了日をユーザーに対し事前に適切な方法で周知

すること 

(2) 契約者サービスの終了日をもって予約ができないような状態とすること 

(3) 契約者サービスの終了後においてもユーザーが契約者サービスを利用

して行った予約を確認することができる状態を維持すること 

3. 解約希望日が月（暦月ではなく、契約開始日から 1 ヶ月を単位とする）の途中



であっても、契約者は、月額で定められた本サービスの対価の全額を支払う義

務を負い、当社は、日割り計算による減額又は返金を行わない。 

 

第 19 条（当社による本契約の終了）  

1. 当社は、本契約期間中においても、契約者に対し、90 日前までに書面又は電

子メールにより通知を行うことにより、本契約を終了させることができる。 

2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対する何らの

通知および催告なしに、本契約を直ちに終了させることができるほか、この場合、

契約者は、当社に対して負担する一切の債務（本契約に基づき負担する債務

を含むがこれに限られない）の期限の利益を当然に失い、これを直ちに弁済す

る。なお、本条による本契約の終了は、契約者に対する損害賠償の請求を妨

げない。 

(1) 契約者が本約款に違反した場合 

(2) 契約者が審査基準を満たしていないことが事後的に判明した場合、又は加盟

後審査基準を満たさなくなったと当社が判断した場合 

(3) 契約者が自己の営業について監督官庁による注意、勧告又は処分を受けた

場合 

(4) 契約者が自己の営業を行うために必要な許認可を有しない場合 

(5) 契約者が住所変更の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって契約

者の所在が不明となった場合 

(6) 契約者が仮差押え、仮処分、差押えもしくは競売の申立てを受け、破産手続

開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくは特

定調停手続開始その他これに類する手続の申立てを受け、又は破産手続開

始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくは特定

調停手続開始その他これに類する手続の申立てを自らした場合 

(7) 契約者が支払を停止し、又は電子交換所の取引停止処分を受けた場合 

(8) 契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合 

(9) 前３号のほか、契約者の財産状態又は信用状態が悪化したと当社が判断した

場合 

(10) 契約者が資本減少、合併、全部若しくは重要な一部の事業の譲渡又は解散の

決議をした場合 

(11) 契約者が株主構成、役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、

従前の会社との同一性がなくなったと当社が判断した場合 

(12) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合 

(13) その他契約者による本契約の履行が困難であると当社が判断した場合 

 

第 20 条（反社会的勢力の排除） 

1. 契約者は、現在、契約者が次の各号のいずれにも該当しないこと、また各号の

いずれにも関係がないことを保証する。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

(6) その他前各号に準ずる者 

2. 本契約締結後、契約者が前項各号のいずれかに該当することとなった場合、

又は同各号のいずれかと関係が生じた場合は、契約者は直ちに当社に通知す

る。 

3. 当社は、前項の通知を受けた場合には、契約者に対する何らの通知および催

告なしに本契約を直ちに終了させることができる。この場合、契約者は、当社に

対して負担する一切の債務（本契約に基づき負担する債務を含むがこれに限

られない）の期限の利益を当然に失い、これを直ちに弁済する。なお、本条に

よる本契約の終了は、契約者に対する損害賠償の請求を妨げない。 

 

第 21 条（本契約終了後の措置及び残存条項） 

1. 契約者は、終了事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、当社コンテン

ツのすべてを当社の指示に従い、速やかに消去又は破棄し、いかなる理由で

あっても、当社コンテンツを一切使用してはならない。 

2. 終了事由の如何を問わず、本契約が終了した場合であっても、当該終了時に

本約款に基づく未履行の債務があるときは、当該債務については、そのすべて

の履行が終了するまでは、本約款が適用される。 

3. 第 5 条（当社コンテンツの提供及び使用許諾）、第 6 条（当社コンテンツの管

理及び使用の条件）、第 16条（賠償）、第 17条（秘密保持）、本条、第 23条

（権利義務の承継等）及び第 26 条（準拠法、管轄裁判所）は、本契約終了後

も有効に存続する。但し、第 17 条（秘密保持）の存続は、本契約終了後 3 年

間に限る。 

 

第 22 条（委託） 

当社は、当社の責任において、本サービスの提供にかかる業務の全部又は一部を第

三者に委託することができる。 

 

第 23 条（権利義務の承継等） 

契約者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本

契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に承継させ（合併、会社分割等の組織

再編行為によるものであるかを問わない）又は担保に供してはならない。 

 

第 24 条(届出） 

1. 契約者は、申込書等の記載事項に変更が生じる場合、事前に（やむを得ない

場合は事後遅滞なく）、当社に対し当社所定の方法に従い、その旨を届け出る。 

2. 当社からの契約者に対する通知が、前項の届出義務の懈怠により延着又は不

到達となった場合は、当該通知は通常到達すべき時に契約者に到達したもの

とみなす。また、前項の届出義務の懈怠により、契約者が不利益を被った場合

であっても、当社は一切その責任を負わない。 

 

第 25 条（本約款の変更） 

1. 当社は、本約款に定める権利義務に影響を生じさせない形式的な変更につい

ては、契約者に通知することなく、変更することができる。 

2. 契約者の一般の利益に適合する本約款の変更については、当社が申込書で

指定する前項の定めにかかわらず、当社は、当社約款を掲載したウェブサイト

（以下約款ページ）という）状に改定後の当社約款を掲載し周知することで、当

社約款を変更することができる。この場合、当社は変更の効力発生日である改

定日（以下「改定日」という）を定め、改定日をもって改定後の本約款が適用さ

れる。 

3. 本約款の目的に反せず変更の必要性がある場合は、当社は、本約款の改定

日の 2 週間前（当社がこれより長い期間を定めた場合はかかる期間）前までに

約款ページ上に改定後の本約款を掲載し周知したうえで、本約款を変更する

ことができる。この場合、当該改定日をもって改定後の本約款を変更すること

ができる。この場合、当該改定日をもって改定後の本約款が適用される。なお、

本約款の変更例は、以下に掲げるとおりとするが、これらに限られない。 

 （変更例） 

 ・新たなサービスの追加 

 ・従前のサービスの陳腐化に伴う変更及び廃止 

 ・違法又は不当行為を防止するための禁止項目を追加 

 ・違法又は不当行為を防止するための権利の制限 

 ・サービスの品質を維持するための料金の値上げ 等 

 

第 26 条（準拠法、管轄裁判所） 

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠する。契約者および

当社は、本契約に起因し又はこれに関連する一切の争訟について、訴額に応じて東京

地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。 

 

以上 

 

制定日 2025年 1月20日 

改定日 2025年 2月19日 

改定日 2025年 5月 7日 


